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は
じ
め
に

　
本
稿
は
中
国
の
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
（
以
下
、
内
モ
ン
ゴ
ル
）
の

牧
畜
草
原
地
域
に
お
け
る
牧
畜
農
家
に
焦
点
を
当
て
て
、
工
業
化
と

土
地
買
い
上
げ
過
程
を
め
ぐ
る
各
利
益
集
団
の
権
益
闘
争
の
実
態
と

そ
の
要
因
を
牧
畜
農
家
の
視
点
か
ら
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　
何
百
年
に
も
わ
た
り
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
大
草
原
は
遊
牧
と
い
う
経

営
方
式
を
も
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
人
の
伝
統
的
文
化
を
支
え
る
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
数
十
年
来
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

と
工
業
化
の
影
響
に
よ
り
、
人
々
は
草
原
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な

り
、
主
に
そ
こ
に
あ
る
地
下
資
源
の
開
発
に
関
心
を
向
け
始
め
た
。

　
牧
畜
草
原
地
帯
に
は
経
済
的
価
値
、
生
態
的
価
値
と
空
間
的
価
値

と
い
っ
た
三
つ
の
価
値
が
あ
〉
1
〈

る
。
経
済
的
価
値
は
い
う
ま
で
も
な
く

経
済
利
益
を
生
み
出
す
か
ど
う
か
で
あ
り
、
生
態
的
価
値
は
環
境
保

全
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
空
間
的
価
値
は
そ
こ
に
生
き

る
人
々
の
生
活
や
生
計
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
価
値
で
あ
り
、
文

化
的
価
値
も
含
む
。
こ
の
三
つ
の
異
な
る
価
値
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
利

益
関
係
者
と
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
、
ひ
と
つ
の
価
値
が
追

求
さ
れ
る
と
、
こ
の
三
者
の
関
係
に
も
大
き
な
変
化
が
起
き
る
。
内

モ
ン
ゴ
ル
の
牧
畜
草
原
地
域
に
お
け
る
工
業
化
と
土
地
買
い
上
げ
を

め
ぐ
っ
て
は
、
経
済
的
価
値
が
ま
ず
優
先
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
生
態

的
価
値
と
現
地
住
民
の
生
存
発
展
の
た
め
の
空
間
的
価
値
が
無
視
さ

工
業
化
と
土
地
買
い
上
げ
過
程
に
お
け
る 
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れ
て
し
ま
い
、
こ
う
し
た
変
化
は
そ
こ
に
生
き
る
農
牧
民
に
対
し
て

特
に
影
響
が
大
き
い
。

　
多
く
の
実
践
と
研
究
に
よ
り
実
証
さ
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
内

モ
ン
ゴ
ル
の
牧
畜
草
原
地
帯
は
豊
富
な
地
下
資
源
が
埋
蔵
さ
れ
て
い

る
と
同
時
に
、
草
原
生
態
系
が
破
壊
さ
れ
や
す
い
と
い
う
特
徴
を

も
っ
て
い
る
。

　
現
在
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
九
〇
％
以
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
、
八

五
％
以
上
の
工
業
原
料
と
四
五
％
以
上
の
水
資
源
は
工
業
に
使
用
さ

れ
て
お
り
、
豊
富
な
天
然
資
源
は
内
モ
ン
ゴ
ル
経
済
の
飛
躍
的
発
展

の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
〉
2
〈
る
。
二
〇
一
一
年
末
現

在
、
内
モ
ン
ゴ
ル
で
は
鉱
物
資
源
の
採
掘
は
一
九
一
五
カ
所
存
在
し

て
お
り
、
そ
の
う
ち
石
炭
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
採
掘
地
が
五

八
四
カ
所
、
金
属
鉱
物
資
源
採
掘
地
が
九
五
九
カ
所
、
非
金
属
類
の

採
掘
地
が
三
七
二
カ
所
あ
〉
3
〈

る
。

　
地
下
資
源
が
豊
富
に
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
経
済
発
展
を
最

優
先
と
す
る
中
国
に
と
っ
て
は
内
モ
ン
ゴ
ル
の
牧
畜
草
原
地
域
が
開

発
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
西
部
大
開
発

政
策
は
そ
の
典
型
的
な
表
れ
と
い
え
よ
う
。
西
部
大
開
発
政
策
が
実

施
さ
れ
て
以
来
、
特
に
二
〇
〇
二
年
以
降
の
内
モ
ン
ゴ
ル
経
済
は
、

Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
で
は
常
に
一
〇
％
を
超
え
続
け
八
年
連
続
で
全
国
一

位
に
輝
い
た
。
中
国
や
内
モ
ン
ゴ
ル
の
官
庁
に
よ
る
報
告
を
み
る

と
、
西
部
の
一
二
の
省
市
自
治
区
の
中
で
も
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
経
済

発
展
が
も
っ
と
も
速
い
も
の
で
あ
り
、
全
国
の
平
均
水
準
を
は
る
か

に
超
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
下
資
源
に
依
存
す
る
工
業
発
展
は

内
モ
ン
ゴ
ル
の
経
済
発
展
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
と
い
え
る
。

　
他
方
で
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
牧
畜
草
原
地
域
に
は
草
原
生
態
系
が
破

壊
さ
れ
や
す
い
と
い
う
特
徴
か
ら
み
る
と
、
草
原
生
態
系
は
一
旦
破

壊
さ
れ
る
と
、
そ
れ
が
数
百
年
に
も
わ
た
っ
て
続
い
て
き
た
モ
ン
ゴ

ル
の
遊
牧
と
い
う
生
計
方
式
が
基
盤
を
失
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
民
族
文

化
の
存
続
が
危
機
的
状
態
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
問
題

と
な
る
の
は
、
牧
畜
草
原
地
域
に
生
き
る
現
地
住
民
と
開
発
業
者
、

な
ら
び
に
地
方
政
府
関
係
者
と
の
矛
盾
が
表
面
化
し
、
そ
れ
が
民
族

問
題
と
も
関
連
し
て
い
る
た
め
、
深
刻
な
社
会
問
題
化
す
る
可
能
性

を
は
ら
ん
で
い
る
。

　
周
知
の
と
お
り
、
中
国
に
お
け
る
社
会
矛
盾
の
拡
大
、
生
態
環
境

の
悪
化
な
ど
は
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
さ
ら
に
少
数
民
族
地
域
の
場

合
、
開
発
に
よ
る
社
会
変
容
が
文
化
の
継
承
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
。
中
国
政
府
も
「
和
諧
」
社
〉
4
〈会

の
実
現
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の

も
と
、
ど
の
よ
う
に
経
済
発
展
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
く
の

か
、
と
い
う
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。
鉱
物
資
源
開
発
の
場
合
も
、

い
か
に
し
て
資
源
開
発
と
地
域
住
民
の
生
産
と
生
活
の
持
続
的
発
展

を
実
現
し
て
い
く
の
か
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
点
は
今
日
の
内
モ
ン

ゴ
ル
に
お
け
る
社
会
環
境
を
考
え
る
う
え
で
避
け
て
通
れ
な
い
。

　
こ
う
し
た
内
モ
ン
ゴ
ル
草
原
に
お
け
る
資
源
開
発
と
「
和
諧
」
社

会
建
設
と
の
関
係
を
実
証
す
る
た
め
に
、
資
源
開
発
が
与
え
る
内
モ

ン
ゴ
ル
の
牧
畜
地
域
の
社
会
、
経
済
、
文
化
、
生
態
な
ど
の
面
に
お
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け
る
変
容
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
、
筆
者

は
二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
八
年
ま
で
数
回
に
わ
た
っ
て
内
モ
ン
ゴ

ル
の
包
頭
市
の
達
爾
罕
茂
明
安
連
合
旗
（
本
稿
で
は
ダ
モ
ー
旗
と
略

す
〉
5
〈

る
）
に
お
い
て
現
地
調
査
を
行
っ
た
。

　
本
研
究
で
取
り
上
げ
る
研
究
対
象
地
は
ダ
モ
ー
旗
の
鉱
物
資
源
開

発
企
業
Ｃ
社
と
、
土
地
買
い
上
げ
に
か
か
わ
る
Ａ
鎮
の
Ｂ
嘎
査
（
ガ

チ
〉
6
〈

ャ
）
で
あ
り
、
Ｂ
嘎
査
の
二
六
世
帯
の
農
牧
民
を
事
例
と
す
る
。

　
経
済
発
展
を
最
優
先
に
し
、
そ
れ
に
翻
弄
さ
れ
つ
つ
あ
る
中
国
の

少
数
民
族
の
社
会
生
活
や
生
産
経
営
、
な
ら
び
に
文
化
へ
の
変
容
実

態
を
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
基
づ
き
考
察
す
る
こ
と
は
、
中
国
の
み
な

ら
ず
、「
世
界
シ
ス
テ
ム
」
に
組
み
込
ま
れ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い

う
世
界
全
体
が
抱
え
る
難
題
の
一
例
で
あ
る
。
本
稿
の
テ
ー
マ
は
、

経
済
開
発
の
裏
に
隠
さ
れ
て
い
る
社
会
の
最
底
辺
に
生
き
る
人
々

が
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
牧
畜
地
域
の
鉱
物
資
源
開
発
に
よ
っ
て
土
地
を

失
っ
て
い
く
実
態
と
そ
の
過
程
に
か
か
わ
る
各
利
益
集
団
の
権
益
闘

争
を
牧
畜
農
家
の
視
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
内
モ
ン
ゴ
ル
の
鉱
物
資
源
開
発
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
管

見
な
が
ら
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
二
〇
世
紀
の
初
頭
か
ら
、

欧
米
や
日
本
な
ど
の
先
進
国
や
地
域
で
は
多
く
の
学
者
は
内
モ
ン
ゴ

ル
の
牧
畜
草
原
地
域
に
関
心
を
も
ち
、
研
究
を
始
め
た
。
た
と
え

ば
、
拉
鉄
摩
爾
の
『
中
国
的
亜
州
内
陸
辺
境
』、
今
西
錦
司
の
『
遊

牧
論
』
と
梅
棹
忠
夫
の
『
モ
ン
ゴ
ル
研
究
』
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
以

降
、
特
に
日
本
で
は
小
長
谷
有
紀
（
人
類
学
）、
杉
山
正
明
（
歴
史

学
）、
二
木
博
史
（
歴
史
学
）、
中
見
立
夫
（
言
語
文
化
学
）
な
ど
多

く
の
研
究
者
が
モ
ン
ゴ
ル
に
関
心
を
も
ち
、
モ
ン
ゴ
ル
研
究
が
な
さ

れ
て
き
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
研
究
は

枚
挙
に
遑
が
な
い
ほ
ど
で
、
多
く
の
研
究
成
果
が
出
さ
れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
研
究
は
基
本
的
に
経
済
学
、
人
類
学
、
歴
史
学
、
生
態
学

な
ど
の
視
点
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
一
九
八
〇
年
代

ま
で
の
モ
ン
ゴ
ル
研
究
に
は
、
牧
畜
草
原
地
域
に
お
け
る
工
業
化
と

土
地
買
い
上
げ
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

　
内
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
工
業
化
と
土
地
買
い
上
げ
に
関
す
る
研
究

は
主
に
一
九
九
〇
年
代
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
、
こ
う
し
た
研
究
は

大
き
く
分
け
て
、
自
然
科
学
と
社
会
科
学
の
両
分
野
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
中
国
で
は
、
自
然
科
学
分
野
に
お
け
る
研
究
は
主
に
資

源
開
発
過
程
に
お
け
る
技
術
革
新
を
い
か
に
達
成
す
る
か
、
ま
た
は

経
済
利
益
を
い
か
に
拡
大
で
き
る
か
、
な
ど
の
点
か
ら
試
み
て

い
〉
7
〈
る
。
一
方
、
社
会
科
学
分
野
に
お
い
て
は
、
社
会
経
済
の
発
展
の

面
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
継
承
と
生
態
環
境
保
全
と
い
っ
た
点
で
特

徴
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
研
究
は
中
国
で
は
モ
ン
ゴ
ル
学
、
民
族

学
、
社
会
学
、
経
済
学
、
政
治
学
、
法
学
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
進

め
ら
れ
て
お
り
、
内
容
的
に
補
償
金
問
題
、
生
態
環
境
保
護
と
持
続

的
発
展
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
〉
8
〈

る
。

　
こ
れ
ら
の
研
究
は
多
く
の
研
究
成
果
を
上
げ
て
い
る
も
の
の
、
内

モ
ン
ゴ
ル
の
牧
畜
農
家
を
研
究
対
象
と
し
て
、
工
業
化
と
土
地
買
い

上
げ
を
め
ぐ
る
各
利
益
集
団
の
権
益
闘
争
を
牧
畜
農
家
の
視
点
か
ら
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論
じ
た
研
究
は
少
な
い
。
こ
の
点
で
、
本
稿
は
既
往
研
究
に
お
け
る

空
白
を
補
う
と
い
う
研
究
の
意
義
を
も
つ
も
の
と
考
え
て
い
る
。

一
　
調
査
地
の
概
況

㈠
　
ダ
モ
ー
旗
に
お
け
る
工
業
化
発
展
戦
略
の
提
出

　
包
頭
市
の
ダ
モ
ー
旗
（
図
1
）
は
中
国
内
モ
ン
ゴ
ル
の
中
北
部
に

位
置
し
、
長
い
間
、
自
然
的
、
地
理
的
、
歴
史
的
要
因
に
よ
り
経
済

発
展
が
遅
れ
た
地
域
で
あ
り
、
農
牧
業
を
主
要
な
産
業
と
し
て
き

た
。
こ
の
地
域
に
本
格
的
な
工
業
生
産
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
改
革
開
放
後
の
こ
と
で
あ
る
。
と
は
言
う
も
の
の
、
一
九
九
七
年

ま
で
は
、
農
牧
業
が
ダ
モ
ー
旗
の
主
導
的
な
産
業
で
あ
っ
た
。
一
九

九
八
年
に
な
る
と
工
業
生
産
額
は
初
め
て
第
一
次
産
業
の
生
産
額
を

超
え
、
さ
ら
に
二
〇
〇
四
年
以
降
そ
の
成
長
が
著
し
く
な
〉
9
〈

る
。

　
ダ
モ
ー
旗
の
経
済
発
展
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
変
容
は
、
明
ら
か

に
地
下
資
源
開
発
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ダ
モ
ー
旗
は
鉱
物
資
源
が

豊
富
で
あ
り
、
現
在
ま
で
三
二
種
類
の
鉱
物
資
源
の
存
在
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
レ
ア
ア
ー
ス
（
稀
土
）、
石
炭
、
リ
ン

（
燐
）、
金
、
銅
、
鉄
鉱
石
な
ど
が
有
名
で
、
す
で
に
資
源
採
掘
権
が

認
め
ら
れ
て
い
る
採
掘
地
は
八
八
カ
所
に
の
ぼ
〉
10
〈
る
。

　
こ
う
し
た
、
鉱
物
資
源
の
開
発
が
急
速
に
進
め
ら
れ
る
に
つ
れ
、

旗
内
で
は
鉱
物
資
源
採
掘
の
産
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
、
現

に
鉄
鋼
産
業
関
連
企
業
が
四
二
を
数
え
る
。
つ
ま
り
、
ダ
モ
ー
旗
に

お
け
る
従
来
の
産
業
構
造
は
す
で
に
大
き
く
変
貌
し
、
工
業
が
経
済

発
展
を
支
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
二
〇
一
〇
年

に
、
ダ
モ
ー
旗
の
工
業
生
産
額
が
二
〇
〇
億
元
に
達
し
た
こ
と
か
ら

も
わ
か
〉
11
〈
る
。

　
実
際
、
こ
う
し
た
工
業
発
展
重
視
の
背
景
に
あ
る
の
は
国
家
戦
略

そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
始
ま
り
は
二
〇
〇
〇
年
か
ら
始
ま
る
西
部

大
開
発
政
策
で
あ
り
、
そ
の
後
、
二
〇
〇
二
年
に
ダ
モ
ー
旗
政
府
は

「
工
業
立
旗
、
三
産
推
動
」
と
呼
ば
れ
る
工
業
発
展
戦
略
を
提
起
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
策
に
よ
り
、
二
〇
〇
四
年
に
ダ
モ
ー

旗
内
に
立
地
す
る
Ｃ
社
（
鉱
物
資
源
開
発
企
業
）
が
工
業
開
発
の
た

め
に
Ａ
鎮
の
Ｂ
嘎
査
（
図
1
）
の
牧
畜
農
家
二
六
世
帯
の
六
一
三
七

ヘ
ク
タ
ー
ル
の
牧
草
地
を
買
い
上
げ
た
。

　
本
研
究
の
調
査
対
象
で
あ
る
Ｃ
社
は
ダ
モ
ー
旗
の
経
済
発
展
を
支

え
る
重
要
な
企
業
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
Ｃ
社
は
二
〇
〇
四
年
に
創
設

さ
れ
、
総
面
積
六
五
・
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
従
業
員
一
六
〇

〇
人
を
擁
し
、
二
〇
一
一
年
の
工
業
生
産
額
は
二
五
・
九
億
元
に
上

り
、
ダ
モ
ー
旗
政
府
に
四
・五
八
億
元
も
の
税
金
を
納
付
し
〉
12
〈

た
。

㈡
　
調
査
地
の
概
況

　
Ａ
鎮
（
図
１
）
は
包
頭
市
ダ
モ
ー
旗
の
西
部
に
位
置
し
、
現
在
Ｂ

嘎
査
を
含
む
七
つ
の
村
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
Ａ
鎮
の
総
面
積
は

二
四
九
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
牧
草
地
面
積
二
二
・
三
二
万
ヘ
ク
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タ
ー
ル
、
総
世
帯
数
一
三
三
三
世
帯
、
総
人
口
三
五
四
四
人
、
そ
の

う
ち
、
牧
民
一
二
一
六
世
帯
（
三
一
九
六
人
）、
モ
ン
ゴ
ル
族
が
一

九
八
七
人
と
全
鎮
牧
業
人
口
の
六
二
％
を
占
め
て
い
る
（
二
〇
一
三

年
現
〉
13
〈在

）。
Ｂ
嘎
査
に
は
七
二
の
牧
畜
拠
点
が
あ
り
、
総
面
積
五
万

ヘ
ク
タ
ー
ル
、
牧
草
地
面
積
四
・
二
六
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
総
世
帯
数

二
七
三
戸
、
総
人
口
七
六
三
人
で
あ
〉
14
〈

る
。

　
Ａ
鎮
で
は
、
す
で
に
五
種
類
の
鉱
物
資
源
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
内
訳
は
非
金
属
鉱
物
資
源
が
三
種
、
金
属
鉱
物
資
源
が
二
種

で
、
具
体
的
に
は
鉄
鉱
石
、
グ
ラ
フ
ァ
イ
ト
、
大
理
石
、
マ
ン
ガ
ン

鉱
石
、
燐
鉱
石
で
あ
る
。
Ａ
鎮
の
Ｂ
嘎
査
の
土
地
を
買
い
上
げ
、
工

業
化
を
進
め
る
Ｃ
社
は
年
間
一
五
〇
〇
万
ト
ン
も
の
鉱
石
と
四
四
〇

万
ト
ン
の
鉄
精
粉
を
採
掘
し
て
い
〉
15
〈

る
。

二
　
現
地
調
査
に
見
る
牧
畜
農
家
の
工
業
化
と 

土
地
買
い
上
げ
を
め
ぐ
る
陳
情
活
動

㈠
　
ダ
モ
ー
旗
に
お
け
る
調
査
対
象
牧
畜
農
家
概
況

　
先
に
述
べ
た
通
り
、
筆
者
は
二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
八
年
に
か

け
て
内
モ
ン
ゴ
ル
の
ダ
モ
ー
旗
の
Ａ
鎮
の
Ｂ
嘎
査
に
お
い
て
、
鉱
物

資
源
開
発
企
業
で
あ
る
Ｃ
社
が
約
六
一
三
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
草
原
を

買
い
上
げ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
二
六
の
牧
畜
農
家
へ
の
聴
き
取
り
も

含
め
て
現
地
調
査
を
行
っ
た
。
調
査
方
法
は
各
世
帯
の
世
帯
主
に
面

内モンゴル自治区

0 30km

Ｃ社

ダモー旗政府Ｂ嘎査政府

ダモー旗

Ａ鎮政府

図１　ダモー旗Ａ鎮（鎮政府所在地）、Ｂ嘎査及び開発企業Ｃ社の所在地
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会
し
、
土
地
買
い
上
げ
の
経
緯
、
土
地
買
い
上
げ

後
の
生
活
や
生
産
状
況
、
農
牧
民
の
工
業
化
と
土

地
買
い
上
げ
を
め
ぐ
る
陳
情
な
ど
に
つ
い
て
聞
き

取
り
し
、
現
地
住
民
の
不
満
や
怒
り
を
目
の
当
た

り
に
し
た
。

　
こ
こ
で
は
二
六
世
帯
の
中
か
ら
二
〇
世
帯
を
取

り
上
げ
、
表
1
に
ま
と
め
た
。
聞
き
取
り
対
象
と

な
っ
た
二
〇
世
帯
を
代
表
す
る
農
牧
民
に
は
以
下

の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。
第
一
に
、
民
族
構
成
か

ら
み
れ
ば
、
モ
ン
ゴ
ル
族
が
九
人
と
漢
族
が
一
一

人
で
あ
る
。
第
二
に
、
土
地
買
い
上
げ
後
、
こ
れ

ら
の
農
牧
民
の
主
な
行
き
先
は
鉱
産
地
区
（
鎮
）、

旗
政
府
所
在
地
と
生
態
移
民
区
（
村
）
と
い
う
三

つ
の
地
域
で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
二
〇
世

帯
は
こ
の
三
つ
の
地
域
に
居
住
し
て
い
る
。
第
三

に
、
上
記
の
二
〇
世
帯
の
中
の
三
世
帯
は
土
地
買

い
上
げ
問
題
を
上
級
政
府
に
陳
情
し
続
け
て
き

た
、
い
わ
ゆ
る
こ
の
二
六
世
帯
の
代
表
者
で
あ

る
。
第
四
に
、
各
世
帯
が
収
用
さ
れ
た
土
地
の
面

積
は
異
な
り
、
収
容
面
積
最
小
と
最
大
の
世
帯
は

い
ず
れ
も
こ
の
二
〇
世
帯
の
中
に
含
ま
れ
て
い

る
。

表１　土地買い上げ対象となったＢ嘎査の牧畜農家の状況

調査対象者 年齢 性別 民　族 草原面積
（ha）

土地補償費と 
転業補償費（元） 現在の居住地

牧畜農家１ 59 男性 漢族  75 144,202.50 鉱産地区
牧畜農家２ 56 男性 漢族 653 1,256,164.00 鉱産地区
牧畜農家３ 62 男性 モンゴル族 267 513,360.90 鉱産地区
牧畜農家４ 57 女性 漢族 160 30,763.20 鉱産地区
牧畜農家５ 68 男性 漢族 384 738,316.80 鉱産地区
牧畜農家６ 58 男性 モンゴル族 228 438,375.60 旗政府所在地
牧畜農家７ 74 男性 モンゴル族 350 672,945.00 旗政府所在地
牧畜農家８ 65 女性 モンゴル族 540 1,038,258.00 旗政府所在地
牧畜農家９ 52 男性 漢族 180 212,976.00 生態移民区
牧畜農家10 57 男性 漢族 110 211,497.00 生態移民区
牧畜農家11 70 男性 漢族 383 737,035.00 鉱産地区
牧畜農家12 63 男性 モンゴル族 267 315,914.40 鉱産地区
牧畜農家13 51 男性 漢族 108 127,785.60 鉱産地区
牧畜農家14 49 男性 漢族  75 144,202.50 鉱産地区
牧畜農家15 57 男性 モンゴル族 228 269,769.60 鉱産地区
牧畜農家16 54 男性 モンゴル族 350 672,945.00 旗政府所在地
牧畜農家17 50 男性 モンゴル族 257 303,688.00 生態移民区
牧畜農家18 57 男性 モンゴル族 270 519,129.00 生態移民区
牧畜農家19 57 男性 漢族 270 519,129.00 生態移民区
牧畜農家20 42 女性 漢族 257 303,688.00 包頭市

注：１）牧畜農家の年齢は調査時の2013年現在のものである。
　　２ ）ここでいう「生態移民区」とは生態保護の名目で建設された農牧民移住者の

ための集住地。
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㈡
　
陳
情
を
誘
発
し
た
土
地
買
収
の
実
態

　
Ｂ
嘎
査
に
お
け
る
牧
畜
農
家
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、

二
〇
〇
四
年
一
〇
月
に
、
Ｃ
社
を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
企
業

が
ダ
モ
ー
旗
の
地
方
政
府
と
共
同
で
、「
招
商
引
資
」（
商
人
を
招
き

資
本
を
引
き
寄
せ
る
）
と
い
う
名
の
も
と
で
、
土
地
買
い
上
げ
に
取

り
掛
か
っ
た
。
し
か
も
、
土
地
買
い
上
げ
の
際
に
関
係
文
書
を
現
地

の
農
牧
民
に
は
一
切
見
せ
ず
、
土
地
収
用
方
案
を
も
公
示
せ
ず
に
、

わ
ず
か
一
〇
日
間
の
短
い
期
間
で
強
制
的
に
「
牧
草
地
請
負
契
約
解

除
協
議
書
」
に
サ
イ
ン
さ
せ
た
こ
と
が
、
前
述
の
牧
畜
農
家
に
対
す

る
聞
き
取
り
調
査
で
わ
か
っ
た
。

　
改
革
開
放
政
策
の
実
施
に
伴
い
、
Ｂ
嘎
査
の
農
牧
民
は
一
九
八
八

年
に
牧
草
地
を
配
分
さ
れ
、
請
負
経
営
契
約
書
を
手
に
入
れ
た
。
そ

し
て
、
一
九
九
七
年
に
さ
ら
に
こ
の
請
負
契
約
は
政
府
の
政
策
に

よ
っ
て
三
〇
年
延
長
さ
れ
た
。
し
か
し
、
今
回
の
土
地
請
負
契
約
の

解
除
に
よ
り
、
こ
の
二
六
世
帯
は
土
地
の
経
営
権
を
奪
わ
れ
、
そ
の

代
わ
り
に
補
償
金
を
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ダ
モ
ー
旗
政
府
と
企
業
の
説
明
に
よ
る
と
、
二
六
世
帯
の
農
牧
民

に
対
す
る
補
償
金
基
準
は
、
以
下
の
法
律
に
基
づ
く
も
の
と
主
張
し

て
お
り
、
そ
の
施
行
日
、
公
布
部
門
と
名
称
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。

　
⑴
　
一
九
九
八
年
八
月
四
日
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
人
民
政
府

「
内
蒙
古
自
治
区
草
原
管
理
実
施
細
則
」

　
⑵
　
二
〇
〇
〇
年
一
月
一
日
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
畜
牧
庁
、
物

価
局
、
財
政
局
「
内
蒙
古
自
治
区
草
原
養
護
費
徴
収
管
理
弁

法
」

　
⑶
　
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
一
五
日
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
人
民
政

府
「
内
蒙
古
自
治
区
が
実
施
す
る
「
中
華
人
民
共
和
国
土
地
管

理
法
」
の
弁
法
」

　
⑷
　
二
〇
〇
三
年
一
月
一
日
、
全
国
人
民
代
表
大
会
「
中
華
人
民

共
和
国
草
原
法
」

　
⑸
　
二
〇
〇
四
年
八
月
二
八
日
、
全
国
人
民
代
表
大
会
「
中
華
人

民
共
和
国
土
地
管
理
法
」

　
⑹
　
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
人
民
政
府

「
内
蒙
古
自
治
区
草
原
管
理
条
例
」

　
こ
れ
ら
の
関
連
法
律
規
程
に
基
づ
き
、
主
に
土
地
補
償
費
、
転
業

（
中
国
語
で
は
「
安
置
」
と
言
う
）
補
償
費
、
建
築
物
と
家
屋
補
償

費
、「
五
配
套
」
補
償
費
（
こ
れ
は
中
国
語
の
表
現
で
あ
り
、
世
帯

ご
と
に
与
え
ら
れ
て
い
る
）
と
い
っ
た
補
償
金
が
支
払
わ
れ
て
お

り
、
二
〇
〇
五
年
六
月
三
〇
日
ま
で
に
二
回
に
分
け
て
こ
れ
ら
の
補

償
金
を
農
牧
民
に
支
払
っ
た
。
補
償
金
の
内
訳
は
具
体
的
に
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

　
⑴
　
土
地
補
償
費
：
六
一
三
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
×
一
四
七
・
九
元
／

ヘ
ク
タ
ー
ル
×
八
倍
＝
七
二
六
万
一
二
九
八
・四
元

　
⑵
　
転
業
補
償
費
：
六
一
三
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
×
一
四
七
・
九
元
／

ヘ
ク
タ
ー
ル
×
五
倍
＝
四
五
三
万
八
三
一
一
・五
元
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⑶
　
建
築
物
と
家
屋
補
償
費
：
牧
草
地
を
囲
い
込
む
柵
の
長
さ

（
メ
ー
ト
ル
）×
三
・六
元
／
メ
ー
ト
ル

　
⑷
　「
五
配
套
」
補
償
費
：
世
帯
当
た
り
一
・五
万
元

　
こ
こ
で
い
う
「
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た
り
一
四
七
・
九
元
」
の
根
拠

は
、
政
府
と
鉱
物
資
源
開
発
企
業
側
の
説
明
に
よ
る
と
、
一
ヘ
ク

タ
ー
ル
当
た
り
牧
草
地
の
生
産
額
に
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た
り
牧
草
地

に
お
け
る
羊
の
飼
育
生
産
額
（
連
続
一
〇
年
間
に
お
け
る
測
定
結
果

に
よ
る
）
を
足
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、「
土
地
補
償
費
八
倍
」
の
根
拠
は
、
政
府
と
鉱
物
資
源
開

発
企
業
側
の
説
明
に
よ
る
と
、「
内
蒙
古
自
治
区
草
原
管
理
実
施
細

則
」（
法
律
1
）
第
一
七
条
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
七
条
　
国
家
建
設
に
よ
り
、
集
団
所
有
の
草
原
ま
た
は
全
民

所
有
の
草
原
を
収
用
す
る
場
合
は
、
収
用
側
あ
る
い
は
草
原
を

使
用
す
る
側
が
草
原
補
償
費
を
支
払
う
。
集
団
所
有
の
草
原
の

収
用
に
は
、
こ
の
草
原
が
収
用
さ
れ
る
前
の
五
年
間
の
平
均
飼

養
家
畜
の
価
値
と
年
間
生
産
す
る
植
物
の
価
値
と
の
合
計
の
六

倍
か
ら
一
〇
倍
の
草
原
補
償
費
と
す
る
。
全
民
所
有
の
草
原
の

収
用
に
は
、
…（
中
略
）…
保
障
費
と
す
る
。

　
ま
た
「
転
業
補
償
費
が
基
準
額
の
五
倍
」
に
な
る
根
拠
は
、
政
府

と
鉱
物
資
源
開
発
企
業
側
に
よ
れ
ば
、「
内
蒙
古
自
治
区
が
実
施
す

る
「
中
華
人
民
共
和
国
土
地
管
理
法
」
の
弁
法
」（
法
律
3
）
第
三

一
条
に
基
づ
く
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
一
条
　
耕
地
を
収
用
さ
れ
、
転
業
を
必
要
と
さ
れ
る
す
べ
て

の
農
業
人
口
の
転
業
補
償
費
は
、
こ
の
耕
地
が
収
用
さ
れ
る
前

の
三
年
間
の
平
均
生
産
額
の
四
か
ら
六
倍
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た
り
の
収
用
耕
地
に
対
す
る
転
業
補
償
費
は

最
高
で
も
収
用
さ
れ
る
前
の
三
年
間
の
年
平
均
生
産
額
の
一
五

倍
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、「
中
華
人
民
共
和
国
土
地
管
理
法
」（
法
律
5
）
第
四
七
条

に
も
「
土
地
補
償
費
八
倍
」
と
「
転
業
補
償
費
五
倍
」
の
根
拠
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
政
府
と
鉱
物
資
源
開
発
企
業
は
主
張
す
る
。

　
第
四
七
条
　
土
地
の
収
用
に
は
、
収
用
さ
れ
る
前
の
土
地
の
用
途

に
基
づ
き
補
償
金
を
与
え
る
。
耕
地
に
対
す
る
収
用
補
償
金
に

は
土
地
補
償
費
、
転
業
補
償
費
及
び
地
上
の
付
着
物
と
青
田
補

償
費
が
含
ま
れ
る
。
耕
地
の
収
用
に
対
す
る
土
地
補
償
費
は
、

耕
地
を
収
用
さ
れ
る
前
の
三
年
間
の
平
均
生
産
額
の
六
か
ら
一

〇
倍
と
す
る
。
耕
地
の
収
用
に
対
す
る
転
業
補
償
費
は
、
転
業

を
必
要
と
す
る
農
業
人
口
数
に
よ
り
計
算
す
る
。
転
業
を
必
要

と
す
る
農
業
人
口
数
は
、
収
用
さ
れ
た
耕
地
面
積
を
収
用
さ
れ

る
前
の
一
人
当
た
り
の
耕
地
面
積
の
占
有
量
で
割
っ
た
も
の
で

計
算
す
る
。
耕
地
を
収
用
さ
れ
、
転
業
を
必
要
と
さ
れ
る
す
べ

て
の
農
業
人
口
の
転
業
補
償
費
は
、
こ
の
耕
地
が
収
用
さ
れ
る

前
の
三
年
間
の
平
均
生
産
額
の
四
か
ら
六
倍
と
す
る
。
し
か

し
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た
り
の
収
用
耕
地
に
対
す
る
転
業
補
償

費
は
最
高
で
も
収
用
さ
れ
る
前
の
三
年
間
の
平
均
生
産
額
の
一

五
倍
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
…（
略
）
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以
上
は
政
府
側
の
説
明
で
あ
〉
16
〈
る
。
し
か
し
、
農
牧
民
が
こ
う
し
た

政
府
側
の
説
明
に
異
議
を
も
ち
、
草
原
収
用
に
対
す
る
補
償
金
の
基

準
が
低
す
ぎ
る
と
訴
え
、
一
〇
年
に
も
及
ぶ
陳
情
活
動
に
乗
り
出
し

た
。

　
実
は
「
内
蒙
古
自
治
区
草
原
管
理
条
例
」（
法
律
6
）
が
二
〇
〇

五
年
一
月
一
日
に
よ
り
正
式
に
施
行
さ
れ
た
。
Ｂ
嘎
査
の
農
牧
民
に

対
す
る
草
原
収
用
も
二
〇
〇
五
年
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
本

来
は
こ
の
条
例
を
適
応
す
る
の
が
妥
当
だ
と
農
牧
民
は
主
張
し
て
い

る
。
こ
の
条
例
の
第
二
五
条
で
は
以
下
の
よ
う
に
規
程
し
て
い
る
。

　
第
二
五
条
　
国
家
お
よ
び
自
治
区
は
公
共
利
益
の
必
要
か
ら
、
法

律
に
基
づ
い
て
草
原
を
収
用
す
る
場
合
、
草
原
補
償
費
、
転
業

補
償
費
と
附
着
物
補
償
費
を
義
務
付
け
る
。
草
原
補
償
費
は
草

原
が
収
用
さ
れ
る
ま
で
の
過
去
五
年
間
を
対
象
に
、
飼
養
す
る

家
畜
の
価
値
の
年
平
均
額
と
、
一
年
間
に
生
産
さ
れ
る
商
品
作

物
額
の
合
わ
せ
た
分
の
一
〇
倍
を
支
払
う
こ
と
と
す
る
。
転
業

補
償
費
は
収
用
さ
れ
る
前
の
五
年
間
の
年
平
均
飼
養
家
畜
の
価

値
と
一
年
間
に
生
産
さ
れ
る
商
品
作
物
を
あ
わ
せ
た
分
の
一
〇

か
ら
一
五
倍
を
支
払
う
こ
と
と
す
る
。

　
農
牧
民
は
、
こ
の
条
例
を
も
と
に
、「
ダ
モ
ー
旗
政
府
と
鉱
物
資

源
開
発
企
業
が
支
払
っ
た
草
原
補
償
費
八
倍
と
、
上
記
の
条
例
に
規

程
さ
れ
て
い
る
一
〇
倍
と
の
間
に
は
大
き
な
差
が
あ
り
、
条
例
に
従

え
ば
こ
の
差
額
の
補
償
金
も
追
加
す
べ
き
で
あ
り
」、
さ
ら
に
「
転

業
補
償
費
五
倍
は
、
条
例
に
規
程
さ
れ
て
い
る
一
〇
か
ら
一
五
倍
に

比
べ
、
さ
ら
に
二
か
ら
三
倍
も
の
差
が
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
れ
は
農
牧
民
た
ち
が
大
き
な
不
満
を
抱
く
理
由
で
あ
る
。
そ
こ
で

「
こ
う
し
た
牧
草
地
の
収
用
は
国
家
建
設
を
目
的
と
し
た
収
用
で
は

な
く
、
企
業
と
地
方
政
府
が
自
分
た
ち
の
利
益
の
た
め
に
収
用
し
た

も
の
だ
」
と
農
牧
民
は
捉
え
、
陳
情
し
て
い
る
。

　
以
上
の
現
地
調
査
の
内
容
を
整
理
す
る
と
、
陳
情
の
主
な
理
由
は

以
下
の
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
鉱
物
資
源
開

発
会
社
が
二
六
世
帯
の
農
牧
民
に
与
え
た
補
償
金
は
低
す
ぎ
、
こ
れ

は
す
べ
て
の
調
査
対
象
世
帯
に
共
通
す
る
点
で
あ
り
、「
補
償
金
が

低
す
ぎ
る
」
た
め
に
陳
情
し
て
い
る
と
い
え
る
。
第
二
に
、
土
地
収

用
に
対
す
る
手
続
き
が
強
制
的
で
法
律
違
反
で
あ
る
点
で
あ
り
、
こ

れ
も
多
く
の
牧
畜
農
家
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
三
に
、
会

社
側
は
当
時
農
牧
民
の
生
活
や
生
産
上
に
お
け
る
後
続
問
題
（
た
と

え
ば
子
供
の
教
育
問
題
、
自
分
た
ち
の
就
業
問
題
、
社
会
保
障
問

題
）
を
解
決
す
る
と
約
束
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
切
何
も
し
て
く

れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
聞
き
取
り
か
ら
、
牧
畜
農
家
の
こ
う
し
た
陳
情
活
動
を
阻
止

す
る
た
め
に
、
関
係
部
門
は
「
社
会
治
安
を
乱
し
た
罪
」
で
逮
捕
し

拘
留
し
た
事
実
が
判
明
し
て
い
る
。
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三
　
工
業
化
と
土
地
買
い
上
げ
を
め
ぐ
る 

各
利
益
集
団
の
権
益
闘
争

　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
牧
畜
農
家
と
地
方
政
府
や
鉱
物
資
源
開

発
会
社
の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
に
は
各
自
の
利
益
が
絡
み
合
い
、
そ
れ

が
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
内
モ
ン
ゴ
ル
の
牧
畜
草
原
地
帯
に
お
け
る
工
業
化
と
土
地
買
い
上

げ
過
程
に
お
い
て
、
主
に
そ
こ
に
か
か
わ
る
関
係
利
益
集
団
で
あ
る

地
方
政
府
、
鉱
物
資
源
開
発
会
社
と
牧
畜
農
家
と
い
う
三
者
の
権
益

闘
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
（
写
真
1
は
資
源
開
発
の
現
場
で
あ
る
）。

㈠
　
工
業
化
と
土
地
買
い
上
げ
の
主
導
権
を
握
る 

地
方
政
府
が
め
ざ
す
経
済
的
利
益

　
地
方
政
府
は
土
地
買
い
上
げ
の
権
力
者
と
し
て
、
土
地
買
い
上
げ

に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
以
下
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
利
益
獲
得
が
可
能

で
あ
る
。

　
第
一
に
、
土
地
譲
渡
収
益
の
獲
得
。
も
と
も
と
は
、
地
方
経
済
の

発
展
を
は
か
る
と
い
う
名
目
の
も
と
に
、
土
地
買
い
上
げ
を
積
極
的

に
推
し
進
め
る
が
、
実
は
こ
う
し
た
開
発
業
者
と
の
交
渉
に
よ
り
高

額
な
資
本
と
利
益
を
得
る
こ
と
こ
そ
が
そ
の
裏
に
隠
さ
れ
た
誘
因
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
の
土
地
譲
渡
収
益
と
開
発
業
者
が
渡
す

金
額
（
土
地
譲
渡
金
と
補
償
金
を
含
む
）
と
が
直
接
か
か
わ
り
を

写真１　牧畜草原地帯における資源開発の現状
出所：現地調査にて2013年８月30日に筆者撮影。



239──工業化と土地買い上げ過程における牧畜農家の利益衝突

も
っ
て
い
る
。

　
地
方
政
府
は
経
済
発
展
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
行
政
的
権
力
を

利
用
し
て
、
開
発
業
者
か
ら
の
土
地
譲
渡
金
の
最
大
化
を
目
指
す
。

実
際
に
開
発
業
者
が
開
発
の
た
め
に
使
う
予
算
（
コ
ス
ト
）
は
限
ら

れ
て
お
り
、
も
し
地
方
政
府
に
渡
す
譲
渡
金
が
こ
の
予
算
を
上
回
れ

ば
、
そ
の
ぶ
ん
農
牧
民
に
渡
す
補
償
金
が
少
な
く
抑
え
ら
れ
て
し
ま

う
。
こ
う
し
た
原
則
に
基
づ
い
て
、
地
方
政
府
は
ま
ず
開
発
に
よ
っ

て
で
き
る
だ
け
多
く
の
譲
渡
金
の
獲
得
を
最
優
先
す
る
の
で
あ
る
。

も
し
く
は
、
譲
渡
金
以
外
に
も
税
金
と
い
う
形
で
開
発
業
者
か
ら
地

方
政
府
に
資
金
が
流
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
結
局
は
開
発
業

者
と
地
方
政
府
は
利
益
関
係
で
連
携
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
第
二
に
、「
政
績
」
の
引
き
上
げ
。
都
市
化
、
工
業
化
が
急
速
に

進
め
ら
れ
て
い
る
中
国
に
お
い
て
、「
発
展
是
硬
道
理
」（
発
展
こ
そ

硬
い
道
理
だ
）
と
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
で
、
地
方
政
府
の
幹
部
た

ち
は
経
済
発
展
を
最
優
先
課
題
と
し
て
い
る
。
い
か
に
す
れ
ば
経
済

発
展
を
最
短
（
あ
る
幹
部
が
在
任
の
期
間
内
）
で
迅
速
に
行
う
こ
と

が
で
き
る
か
を
追
求
し
て
い
る
。
そ
こ
で
牧
畜
草
原
地
域
は
「
地
下

資
源
が
豊
富
」
と
い
う
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
、
牧
畜
業
の
充

実
よ
り
も
資
源
開
発
に
シ
フ
ト
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
う
え
資
源
開
発
は
、
地
方
政
府
に
と
っ
て
数
億
元
も
の
資
金
獲

得
と
な
り
、
見
方
に
よ
っ
て
は
地
域
経
済
の
発
展
を
積
極
的
に
促
し

て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
こ
う
し
た
「
政
績
」
の
追
求
に
お
い
て
は
、
長
期
的
で
持
続
可
能

な
発
展
や
現
地
住
民
の
利
益
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な

い
。
た
だ
ひ
た
す
ら
地
方
政
府
幹
部
た
ち
の
短
期
的
利
益
だ
け
を
実

現
さ
せ
、「
目
に
見
え
る
、
耳
に
聞
こ
え
る
、
手
に
入
る
こ
と
が
で

き
る
」
形
の
あ
る
業
績
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
地
方
政
府
の
幹
部
た

ち
は
「
指
導
力
の
あ
る
者
」
と
み
な
さ
れ
、
さ
ら
に
昇
進
で
き
る
の

だ
。
幹
部
ら
の
任
期
は
わ
ず
か
数
年
で
し
か
な
く
、
そ
の
た
め
農
牧

民
の
長
期
的
利
益
や
牧
草
地
の
持
続
的
利
用
を
考
え
よ
う
と
し
な
い

者
が
大
多
数
で
あ
る
、
と
い
う
現
状
が
あ
る
。

　
第
三
に
、
後
続
利
益
の
獲
得
。
資
源
開
発
が
始
ま
っ
た
後
、
開
発

業
者
は
毎
年
地
方
政
府
に
税
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
開

発
業
者
の
経
営
が
続
く
限
り
、
地
方
政
府
の
管
轄
下
に
あ
る
企
業

は
、
各
種
の
納
付
金
を
納
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
名
目
も
、
正
式

な
税
以
外
に
、
工
商
、
技
術
監
督
、
環
境
汚
染
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
名

目
で
開
発
企
業
に
対
し
て
金
の
拠
出
を
要
求
す
る
の
だ
。

㈡
　
土
地
買
い
上
げ
過
程
に
お
け
る 

鉱
物
資
源
開
発
企
業
の
利
益

　
開
発
業
者
の
目
的
は
一
つ
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
開
発
に
か
け

て
投
資
（
コ
ス
ト
）
を
最
小
限
に
抑
え
る
と
同
時
に
、
利
益
の
最
大

化
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
で
き
る
だ
け
土
地
補
償
金
な
ど
補
償
金
を
減
ら
し
、
支

出
の
節
約
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
。
中
国
の
法
律
で
は
土
地
買
い
上
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げ
に
つ
い
て
の
規
程
は
変
動
幅
が
大
き
く
、
責
任
の
所
在
が
不
明
瞭

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
開
発
業
者
側
は
し
ば
し
ば
政
府
と
の
交
渉
を

通
じ
て
補
償
金
を
低
く
抑
え
よ
う
と
す
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
事

例
か
ら
み
る
と
、
二
〇
〇
四
年
と
二
〇
〇
五
年
の
土
地
買
い
上
げ
に

対
す
る
補
償
基
準
は
明
ら
か
に
違
う
。
土
地
を
失
っ
た
農
牧
民
の
話

に
よ
る
と
、
業
者
側
は
二
〇
〇
五
年
か
ら
は
補
償
基
準
の
引
き
上
げ

と
い
う
情
報
を
知
っ
た
う
え
で
、
わ
ざ
と
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
に
短

期
間
で
買
い
上
げ
手
続
き
を
進
め
た
と
い
う
。
こ
れ
が
業
者
側
に

と
っ
て
は
コ
ス
ト
を
抑
え
る
最
大
の
「
機
会
」
と
な
っ
た
わ
け
で
あ

る
。

　
第
二
に
、
開
発
業
者
が
で
き
る
だ
け
農
牧
民
の
家
を
一
軒
一
軒

回
っ
て
説
明
し
直
接
農
牧
民
と
交
渉
す
る
こ
と
を
避
け
、
そ
の
代
わ

り
に
政
府
が
矢
面
に
立
ち
行
政
に
よ
る
圧
力
に
よ
っ
て
、
土
地
買
い

上
げ
の
手
続
き
を
強
制
的
に
執
行
さ
せ
る
。
仮
に
、
開
発
業
者
が
本

稿
で
取
り
上
げ
た
二
六
世
帯
を
一
軒
一
軒
回
り
、
事
情
説
明
を
し
つ

つ
、
農
牧
民
た
ち
の
意
見
を
聞
き
、
そ
れ
を
地
方
政
府
に
報
告
す
る

と
い
う
「
正
規
」
の
手
順
で
進
め
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
大
変
な
労
力

を
要
し
、
膨
大
な
時
間
と
コ
ス
ト
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
開

発
業
者
は
一
軒
一
軒
回
る
こ
と
を
で
き
る
だ
け
回
避
す
る
方
法
を
探

す
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
た
選
択
は
地
方
政
府
に
一
定
の
金
額
を
支
払

う
、
ま
た
は
地
方
政
府
の
ト
ッ
プ
を
買
収
す
る
な
ど
し
て
、
政
府
が

矢
面
に
立
っ
て
農
牧
民
か
ら
直
接
、
強
制
的
に
土
地
買
い
上
げ
を
進

め
る
こ
と
で
あ
る
。
中
国
で
は
地
方
政
府
は
強
力
な
権
力
を
所
有
し

て
い
る
。
そ
も
そ
も
土
地
は
「
国
家
所
有
」
と
い
う
建
前
が
あ
り
、

「
国
家
は
経
済
建
設
の
た
め
に
土
地
を
収
用
し
て
い
る
の
だ
」
と
地

方
政
府
が
主
張
す
れ
ば
、
そ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
は
国
家
建
設
に
反

対
し
た
こ
と
に
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
逮
捕
を
ち
ら
つ
か
せ
な
が

ら
脅
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
短
期
間
で
、
し

か
も
効
率
的
に
土
地
の
買
い
上
げ
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

㈢
　
土
地
買
い
上
げ
過
程
に
お
け
る
牧
畜
農
家
の
利
益

　
第
一
に
、
土
地
使
用
権
の
譲
渡
を
も
っ
て
土
地
補
償
金
や
家
屋
な

ど
付
属
品
に
対
す
る
補
償
金
な
ど
の
補
償
金
を
も
ら
い
、
生
活
福
祉

の
改
善
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
補
償
金
の
最

大
化
の
追
求
が
求
め
ら
れ
る
。

　
第
二
に
、
農
牧
民
は
法
律
規
程
に
関
す
る
知
識
に
欠
け
て
お
り
、

自
分
の
法
的
、
基
本
的
権
利
を
守
る
意
識
が
薄
い
た
め
、
土
地
買
い

上
げ
に
お
い
て
し
ば
し
ば
犠
牲
者
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
第
三
に
、
短
期
的
な
利
益
を
も
っ
て
長
期
的
生
活
や
生
産
の
保
障

を
失
い
、
最
終
的
に
生
活
や
生
産
の
基
盤
を
失
い
、
最
大
の
犠
牲
者

と
な
る
。

㈣
　
各
利
益
集
団
の
権
益
闘
争

　
内
モ
ン
ゴ
ル
の
草
原
牧
畜
地
域
に
お
け
る
工
業
化
と
土
地
買
い
上

げ
過
程
に
お
い
て
、
主
に
以
上
の
よ
う
な
地
方
政
府
、
開
発
業
者
と

牧
畜
農
家
と
い
う
三
者
の
利
益
集
団
が
絡
み
合
い
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
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れ
の
利
益
を
獲
得
す
る
が
、
工
業
化
と
土
地
買
い
上
げ
を
進
め
る
か

ど
う
か
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
陳
情
活
動
を
行
う
か
ど
う
か
、
と

い
っ
た
こ
と
で
違
う
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
。

　
工
業
化
と
土
地
買
い
上
げ
を
進
め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
牧
畜

農
家
に
は
基
本
的
に
発
言
力
が
な
い
と
い
う
事
実
が
、
今
回
の
聴
き

取
り
調
査
で
確
認
さ
れ
た
。
こ
こ
で
主
な
権
限
を
持
っ
て
い
る
の
は

や
は
り
国
、
す
な
わ
ち
地
方
政
府
で
あ
る
。
地
方
政
府
は
「
国
家
」

を
代
表
し
、
そ
の
権
限
を
利
用
し
、「
地
方
経
済
を
発
展
さ
せ
る
た

め
に
開
発
す
る
」
と
い
う
名
目
で
、
自
分
の
経
済
的
目
的
や
政
治
的

目
的
を
達
成
し
て
い
る
。
開
発
業
者
側
か
ら
み
れ
ば
、
経
済
利
益
さ

え
獲
得
で
き
る
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
て
で
も
そ
れ
を
実
行

し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
、
開
発
業
者
は
地
方
政
府
と
連
携
す
る
こ

と
が
開
発
を
順
調
に
進
め
る
う
え
で
避
け
て
通
れ
な
い
道
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
牧
畜
農
家
は
弱
者
の
立
場
に
置
か
れ
て
し
ま
う
。
そ
の

結
果
、
彼
ら
が
陳
情
に
出
る
事
態
も
発
生
す
る
。

　
工
業
化
と
土
地
買
い
上
げ
と
い
う
点
で
、
地
方
政
府
は
経
済
的
利

益
や
政
治
的
利
益
を
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
で
、
開
発
業
者
も
地
下

資
源
の
開
発
を
も
っ
て
経
済
的
利
益
を
最
大
化
で
き
る
。
し
か
し
、

牧
畜
農
家
か
ら
み
れ
ば
、
補
償
金
を
も
ら
え
る
だ
け
で
、
そ
の
補
償

金
を
使
い
切
れ
ば
、
生
活
の
場
も
な
け
れ
ば
生
計
の
基
盤
も
な
く
な

る
。
こ
の
点
で
牧
畜
農
家
は
最
大
の
犠
牲
者
と
な
り
、
そ
う
し
た
不

満
や
不
安
の
解
消
を
求
め
て
結
局
は
陳
情
活
動
に
至
る
の
で
あ
る
。

四
　
工
業
化
と
土
地
買
い
上
げ
を
め
ぐ
る 

牧
畜
農
家
の
権
益
闘
争
の
要
因

　
土
地
買
い
上
げ
過
程
に
お
け
る
こ
う
し
た
農
牧
民
の
不
満
や
怒
り

の
表
れ
と
し
て
の
陳
情
活
動
の
要
因
は
、
以
下
の
七
点
に
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

㈠
　
構
造
的
要
因

　
近
年
の
中
国
に
お
け
る
資
源
開
発
、
と
り
わ
け
少
数
民
族
地
域
に

お
け
る
地
下
資
源
開
発
は
中
国
の
経
済
政
策
の
な
か
で
も
優
先
事
項

の
一
つ
で
あ
る
。
経
済
発
展
を
最
優
先
と
す
る
資
源
開
発
の
波
に
対

し
て
、
政
策
や
行
政
に
よ
る
監
督
体
制
が
な
か
な
か
追
い
つ
い
て
い

な
い
。
各
関
係
主
体
が
資
源
開
発
過
程
に
お
い
て
巨
大
な
利
益
を

巡
っ
て
衝
突
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
引
き
起
こ
し
、
公
的
利
益
と

私
的
利
益
は
混
在
化
し
、
法
律
規
程
も
各
級
や
各
部
門
の
指
導
も
一

貫
性
を
欠
き
、
そ
の
う
え
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や
権
利
を
主
張
し
、

い
っ
た
ん
衝
突
や
問
題
が
発
生
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
部
門
は

途
端
に
責
任
を
放
棄
し
て
し
ま
う
。

㈡
　
各
種
法
規
の
未
成
熟
と
恣
意
的
な
運
用

　
土
地
の
使
用
権
と
所
有
権
に
関
す
る
国
家
の
法
律
規
程
自
体
が
矛

盾
を
抱
え
て
い
る
点
も
指
摘
で
き
る
。
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ま
ず
中
国
の
最
高
法
律
で
あ
る
「
憲
法
」
の
規
程
か
ら
み
て
み
よ

う
。
現
行
の
中
国
の
「
憲
法
」
で
は
、以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

　
第
一
〇
条
　
都
市
の
土
地
は
国
家
所
有
で
あ
る
。
農
村
や
都
市
の

近
郊
の
土
地
は
、
法
的
に
国
家
所
有
と
定
め
た
も
の
を
除
い

て
、
集
団
所
有
と
す
る
。

　
第
一
三
条
　
公
民
の
合
法
的
私
有
財
産
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な

い
。
国
家
は
法
律
規
程
に
基
づ
き
公
民
の
私
有
財
産
権
と
相
続

権
を
保
護
す
る
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
土
地
の
所
有
権
を
国
家
と
集
団
に
与
え

た
も
の
の
、
使
用
権
を
個
人
に
与
え
、
個
人
の
土
地
の
使
用
権
の
長

期
化
（
相
続
）
を
も
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
規
程

し
た
う
え
で
、「
憲
法
」
第
一
〇
条
で
は
第
三
項
で
さ
ら
に
以
下
の

よ
う
な
項
が
続
き
、
補
足
説
明
を
し
て
い
る
。

　
第
一
〇
条
　
国
家
は
公
共
利
益
と
い
う
観
点
か
ら
、
法
律
や
規
程

に
基
づ
き
公
民
の
私
的
財
産
を
徴
収
ま
た
は
収
用
し
、
そ
の
代

り
補
償
金
を
支
払
う
こ
と
が
あ
る
（
同
条
第
三
項
）。

　
つ
ま
り
、
農
民
（
農
牧
民
）
の
土
地
（
草
原
を
含
む
）
の
所
有
権

は
国
家
や
集
団
が
握
っ
て
お
り
、
し
か
も
国
家
や
集
団
が
「
公
共
利

益
」
の
た
め
に
農
民
の
土
地
や
財
産
を
補
償
金
で
引
き
換
え
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
い
っ
た
い
何
が
「
公
共

利
益
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
を
決
め
る
の

は
国
家
あ
る
い
は
集
団
で
あ
り
、
農
牧
民
に
は
決
定
権
が
な
い
。
つ

ま
り
、
事
実
上
は
、
国
家
あ
る
い
は
集
団
に
勤
務
す
る
の
は
公
務
員

（
幹
部
た
ち
）
で
あ
り
、
彼
ら
が
行
う
す
べ
て
の
行
為
は
「
公
共
利

益
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
中
国
で
は
ま
か
り
通
っ
て
い
る
。
こ
の

た
め
、
国
家
ま
た
は
集
団
が
一
旦
何
か
の
開
発
を
行
お
う
と
し
た

ら
、
そ
れ
を
「
公
共
利
益
」
と
名
付
け
、
農
牧
民
の
意
思
が
反
映
さ

れ
る
こ
と
は
制
度
上
必
要
が
な
い
の
だ
。
農
牧
民
の
陳
情
が
長
期
化

し
、
常
に
失
敗
で
終
わ
る
の
は
、「
憲
法
」
上
彼
ら
に
発
言
権
や
意

思
表
明
の
場
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
構
造
が
存
在
す
る
か

ら
な
の
だ
。

　
ま
た
、
資
源
開
発
中
に
お
け
る
関
係
法
規
に
も
あ
い
ま
い
さ
が
あ

り
、
企
業
と
政
府
関
係
部
門
と
の
責
任
が
は
っ
き
り
と
さ
れ
て
い
な

い
。
中
国
に
お
け
る
現
行
の
「
中
華
人
民
共
和
国
鉱
物
資
源
法
」

（
一
九
八
六
年
三
月
一
九
日
に
第
六
回
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委

員
会
第
一
五
次
会
議
を
通
過
、
二
〇
〇
九
年
八
月
二
七
日
改
正
）
第

三
二
条
で
は
以
下
の
よ
う
に
規
程
し
て
い
る
。

　
第
三
二
条
　
鉱
物
資
源
を
開
発
す
る
と
き
は
必
ず
関
係
環
境
保
護

の
法
律
規
程
を
守
り
、
環
境
汚
染
の
防
止
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
際
、
鉱
物
資
源
の
開
発
の
た
め
の
用
地
は
節
約

を
す
べ
き
で
あ
る
。
仮
に
耕
地
、
草
原
、
林
地
が
開
発
に
よ
っ

て
破
壊
さ
れ
た
場
合
、
鉱
物
資
源
開
発
企
業
は
そ
の
環
境
に
合

わ
せ
た
土
地
の
回
復
に
努
め
、
植
樹
ま
た
は
植
草
な
ど
の
対
策

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
源
開
発
が
住
民
の
生
産
活
動

や
生
活
に
損
失
を
も
た
ら
し
た
場
合
、
そ
の
賠
償
に
責
任
を
も

ち
、
必
要
な
補
助
措
置
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
律
に
は
一
応
鉱
物
資
源
開
発
過
程
に
お
け
る

環
境
保
護
、
汚
染
防
止
や
補
助
対
策
な
ど
の
規
程
が
確
か
に
存
在
し

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の
管
理
に
あ
た
る
主
管
部
門
が
ど

こ
な
の
か
、
誰
が
行
う
の
か
が
ま
っ
た
く
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
う
え
、
鉱
物
資
源
開
発
企
業
と
そ
れ
を
管
理
、
監
督
す
る
政
府

部
門
と
が
利
益
共
同
関
係
に
あ
り
、
地
域
住
民
の
基
本
的
権
益
や
権

利
の
擁
護
が
誰
に
よ
っ
て
も
担
保
さ
れ
て
な
い
点
が
根
本
的
な
問
題

で
あ
〉
17
〈

る
。

　
中
国
の
鉱
物
資
源
開
発
に
関
す
る
法
律
と
法
規
規
程
は
以
前
か
ら

公
法
的
な
色
合
い
が
強
く
、
開
発
業
者
の
管
理
は
主
に
行
政
管
理
主

導
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
管
理
に
は
恣
意
性
が
強

く
、
行
政
か
ら
開
発
業
者
に
対
す
る
監
督
や
処
罰
も
特
定
の
基
準
に

欠
け
て
い
〉
18
〈
る
。
す
な
わ
ち
、
開
発
企
業
が
享
受
す
る
鉱
物
資
源
開
発

権
の
制
約
や
限
界
、
義
務
や
責
任
が
不
明
確
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ

と
も
あ
り
、
開
発
業
者
は
短
期
的
経
済
利
益
の
た
め
に
、
地
下
資
源

に
対
し
て
略
奪
的
開
発
を
行
い
、
草
原
生
態
系
の
保
護
や
現
地
住
民

の
生
活
と
生
産
上
に
お
け
る
長
期
的
か
つ
持
続
的
発
展
を
犠
牲
に
す

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
る
。

　
現
在
の
立
法
状
況
か
ら
み
て
も
、
中
国
の
鉱
物
資
源
開
発
中
に
お

け
る
環
境
保
護
や
現
地
住
民
の
生
活
と
生
産
へ
の
補
償
な
ど
に
関
す

る
法
律
や
法
規
は
決
し
て
充
実
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
た
と
え

ば
、
環
境
保
護
の
面
に
お
い
て
、「
環
境
保
護
法
」
と
「
鉱
物
資
源

法
」
に
、「
鉱
物
資
源
開
発
の
際
に
、
環
境
保
護
に
関
係
す
る
法
律

規
程
を
必
ず
守
り
、
環
境
汚
染
を
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

原
則
的
な
規
程
が
存
在
す
る
だ
け
で
、
そ
の
ほ
か
の
多
く
の
規
程
は

国
務
院
の
各
部
門
の
規
程
と
地
方
政
府
が
公
布
し
た
法
律
規
程
に
見

ら
れ
る
程
度
に
過
ぎ
な
い
。

㈢
　
補
償
基
準
と
領
収
金
額
の
差
額
へ
の
不
満

　
本
稿
の
第
二
節
㈡
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
草
原
収
用
に
対
す

る
補
償
金
の
基
準
が
低
す
ぎ
る
点
は
、
農
牧
民
に
と
っ
て
直
接
的
で

認
識
し
易
く
、
陳
情
活
動
の
中
核
を
占
め
て
い
る
。
牧
畜
農
家
が
主

張
し
て
い
る
の
は
、
地
方
政
府
と
鉱
物
資
源
開
発
企
業
は
「
内
蒙
古

自
治
区
草
原
管
理
条
例
」（
法
律
6
）
が
修
正
さ
れ
る
と
い
う
情
報

を
事
前
に
知
っ
た
う
え
で
、
草
原
補
償
費
や
転
業
補
償
費
に
関
す
る

新
し
い
条
例
が
施
行
さ
れ
る
前
に
わ
ざ
と
土
地
の
買
い
上
げ
に
乗
り

出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
〉
19
〈

る
。
こ
れ
は
問
題
引
き
起
こ
し
の
直
接
な

要
因
と
な
っ
た
。

　
本
稿
で
は
、
ダ
モ
ー
旗
の
事
例
を
詳
述
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
地

方
政
府
や
鉱
物
資
源
開
発
会
社
は
補
償
費
の
規
模
を
抑
制
す
る
た
め

に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し
て
い
る
。
弁
護
士
な
ど
か
ら
の
指
摘
を
受

け
て
農
牧
民
は
自
分
た
ち
の
不
利
益
を
認
識
し
長
期
に
わ
た
る
陳
情

が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
陳
情
は
そ
も
そ
も
制
度

上
、
決
定
権
を
握
る
の
は
政
府
や
党
の
幹
部
で
あ
る
た
め
に
、
農
牧

民
の
陳
情
が
奏
功
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
長
期
間
の
紛
争
が
地
域

社
会
に
沈
殿
す
る
こ
と
に
な
る
。
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㈣
　
補
償
方
法
決
定
に
関
わ
る
民
主
的
手
続
き
の
欠
如

　
土
地
収
用
に
お
け
る
補
償
方
法
の
「
民
主
議
定
問
題
」
が
あ
る
。

中
国
で
は
い
わ
ゆ
る
村
（
本
稿
で
は
嘎
査
）
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、

一
定
の
「
民
主
制
」
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
と
牧
草
地
収
用
に
関

す
る
問
題
の
こ
と
で
あ
る
。「
中
華
人
民
共
和
国
村
民
委
員
会
組
織

法
」（
一
九
九
八
年
一
一
月
四
日
に
第
九
回
全
国
人
民
代
表
大
会
常

務
委
員
会
第
五
次
会
議
を
通
過
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
二
八
日
改

正
）
第
二
四
条
の
規
程
で
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

　
第
二
四
条
　
村
民
の
利
益
に
関
わ
る
以
下
の
事
項
は
村
民
委
員
会

に
よ
る
討
論
を
経
た
う
え
で
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑴
本

村
に
お
け
る
誤
工
（
仕
事
に
支
障
を
き
た
す
）
補
助
を
享
受
す

る
人
員
及
び
補
助
基
準
。
⑵
村
に
お
け
る
集
団
経
済
に
よ
る
所

得
収
益
の
使
用
。
⑶
本
村
に
お
け
る
公
益
事
業
の
創
設
、
資
金

と
労
働
の
集
め
方
案
及
び
建
設
の
引
き
受
け
方
案
。
⑷
土
地
請

負
経
営
方
案
。
⑸
村
に
お
け
る
集
団
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
立

ち
上
げ
、
引
き
受
け
方
案
。
⑹
住
宅
地
の
使
用
方
案
。
⑺
土
地

収
用
補
償
金
の
使
用
、
分
配
方
案
。
⑻
借
り
貸
し
、
賃
貸
あ
る

い
は
そ
の
他
の
方
式
で
村
集
団
財
産
を
処
分
す
る
。
⑼
村
民
会

議
に
よ
り
討
論
し
決
定
す
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
た
村
民
の
利
益

に
関
係
す
る
そ
の
他
の
事
項
。

　
と
こ
ろ
が
、
Ｂ
嘎
査
で
は
土
地
収
用
が
行
わ
れ
た
後
も
、
農
牧
民

た
ち
は
補
償
方
法
を
一
切
知
ら
ず
、
そ
の
う
え
嘎
査
が
補
償
金
の
一

〇
％
を
留
保
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
用
途
で

ど
う
使
わ
れ
た
の
か
、
一
切
公
示
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
土
地

の
収
用
問
題
は
村
民
委
員
会
に
よ
る
討
議
が
十
分
に
な
さ
れ
た
形
跡

が
な
く
、
農
牧
民
た
ち
の
基
本
的
権
利
が
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
。㈤

　「
草
原
収
用
面
積
規
程
」
の
無
視

　
土
地
買
い
上
げ
の
面
積
に
関
わ
る
問
題
が
あ
る
。「
内
蒙
古
自
治

区
草
原
管
理
条
例
」（
法
律
6
）
第
二
七
条
に
以
下
の
よ
う
に
規
程

し
て
い
る
。

　
第
二
七
条
　
草
原
に
お
い
て
、
直
接
草
原
の
保
護
や
牧
業
生
産

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
た
め
に
工
事
施
〉
20
〈設

を
建
設
す
る
際
、
一
〇

ム
〉
21
〈
ー
（
約
六
六
・
七
ア
ー
ル
）
未
満
の
草
原
を
使
用
す
る
場
合

で
あ
っ
て
も
、
旗
や
県
の
人
民
政
府
草
原
行
政
主
管
部
門
の
承

認
を
必
要
と
す
る
。
一
〇
ム
ー
以
上
か
つ
一
〇
〇
ム
ー
（
約
六

六
七
ア
ー
ル
）
未
満
の
場
合
は
盟
や
市
の
人
民
政
府
の
草
原
行

政
主
管
部
門
の
承
認
を
必
要
と
す
る
。
一
〇
〇
ム
ー
以
上
の
場

合
に
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
人
民
政
府
草
原
行
政
主
管
部
門
の
承

認
を
必
要
と
す
る
。

　
本
稿
で
の
分
析
の
基
礎
と
な
っ
た
ダ
モ
ー
旗
で
の
草
原
収
用
は
、

合
計
二
六
世
帯
の
六
一
三
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ぶ
草
原
が
収
用
さ
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
草
原
で
生
活
を
営
ん
で
き
た
農
牧
民
は
「
い

ま
だ
に
何
一
つ
と
し
て
草
原
行
政
主
管
部
門
の
承
認
文
書
を
見
た
こ
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と
が
な
い
」
と
言
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
農
牧
民
た
ち
を
軽
視
し
て

い
る
も
の
で
、
彼
ら
の
合
法
的
権
利
を
侵
害
し
た
も
の
で
あ
る
。

㈥
　
民
事
救
済
措
置
の
軽
視

　
民
事
救
済
措
置
が
国
家
公
権
力
の
支
持
を
得
ら
れ
て
い
な
い
と
い

う
問
題
が
あ
る
。
一
般
的
に
、
こ
う
し
た
土
地
収
用
に
関
し
て
問
題

が
発
生
し
た
場
合
、
行
政
的
手
段
だ
け
で
な
く
民
事
的
手
段
に
よ
っ

て
も
問
題
の
解
決
が
は
か
ら
れ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
鉱
物
資

源
開
発
企
業
と
政
府
間
に
お
け
る
土
地
収
用
の
決
定
や
そ
の
管
理
、

監
督
な
ど
が
主
に
行
政
的
手
段
で
解
決
が
求
め
ら
れ
る
。
鉱
物
資
源

開
発
企
業
と
農
牧
民
と
の
関
係
、
政
府
と
農
牧
民
と
の
関
係
、
ま
た

は
農
牧
民
の
補
償
金
に
関
し
て
は
民
事
的
手
段
に
よ
る
解
決
が
求
め

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
農
牧
民
が
陳
情
し
た
場
合
に
、
そ
の
陳
情
に

至
っ
た
理
由
を
探
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
円
滑
に
解
決
す
る
た
め
の
方

法
を
考
え
出
す
こ
と
が
民
事
救
済
措
置
と
な
る
が
、
た
だ
し
こ
れ
に

は
行
政
手
段
の
果
た
す
役
割
が
大
き
い
。
し
か
も
、
行
政
手
段
が
開

発
企
業
側
ば
か
り
に
立
っ
て
物
事
を
考
え
、
農
牧
民
の
利
益
を
保
護

し
よ
う
と
し
な
い
現
状
で
は
、
そ
の
救
済
は
難
し
い
。

㈦
　「
補
償
金
規
程
」か
ら
脱
落
す
る
「
牧
畜
農
家
」

　
現
行
の
土
地
収
用
に
対
す
る
補
償
基
準
に
は
農
牧
民
の
非
経
済
的

損
失
を
含
ま
ず
、
し
か
も
「
牧
畜
農
家
」
と
い
う
身
分
の
特
殊
性
を

正
確
に
考
え
て
い
な
い
。
中
国
の
関
係
法
律
規
程
で
は
、「
農
民
」

と
い
え
ば
原
則
上
「
農
牧
民
」
の
こ
と
も
含
ん
で
い
る
。
だ
が
、

「
農
牧
民
」
は
「
農
民
」
と
は
違
う
。
特
に
、
少
数
民
族
地
域
の

「
農
牧
民
」
は
中
国
内
陸
部
の
「
農
民
」
や
「
農
牧
民
」
と
完
全
に

異
な
る
。
内
陸
部
の
「
農
民
」
は
な
ぜ
「
農
民
工
」
と
し
て
一
大
集

団
に
な
り
、
都
市
に
出
稼
ぎ
で
き
た
の
か
。
そ
れ
に
は
文
化
と
い
う

大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
ら
だ
。「
農
民
」
は
多
く
の
場
合
、
漢

族
の
こ
と
を
言
い
、
漢
族
の
文
化
の
持
ち
主
で
、
話
す
言
葉
も
多
少

方
言
は
あ
る
も
の
の
、
同
じ
漢
語
（
い
わ
ゆ
る
中
国
語
）
で
あ
る
。

し
か
し
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
「
農
牧
民
」
の
多
く
は
モ
ン
ゴ
ル
族
で
あ

り
、
漢
族
が
集
中
す
る
都
市
部
に
行
っ
た
と
し
て
も
、
言
葉
や
文
化

や
習
慣
な
ど
の
面
だ
け
で
は
な
く
、
考
え
方
、
価
値
観
な
ど
の
面
で

都
市
部
の
人
間
と
は
な
じ
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
、
ま
た
農

牧
民
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
、
草
原
と
い
う
「
開
放
」
さ
れ
た
環
境
に

生
活
し
、
牧
畜
経
営
と
い
う
自
由
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
維
持
し
て

き
た
た
め
、
漢
族
と
は
金
の
管
理
の
仕
方
や
も
の
の
考
え
方
、
そ
れ

に
生
活
習
慣
な
ど
の
各
方
面
に
お
い
て
違
い
が
存
在
す
る
。
す
な
わ

ち
、「
Ｂ
嘎
査
の
土
地
収
用
の
際
に
、
鉱
物
資
源
開
発
企
業
か
ら
の

補
償
を
す
べ
て
現
金
で
農
牧
民
に
与
え
た
こ
と
自
体
が
、
農
牧
民
の

生
活
ス
タ
イ
ル
に
適
切
で
は
な
い
」
と
考
え
る
。「
Ｂ
嘎
査
の
農
牧

民
は
通
常
の
場
合
、
一
生
を
か
け
て
も
、
こ
の
よ
う
な
ま
と
ま
っ
た

額
の
補
償
金
を
見
た
こ
と
が
な
い
た
め
、
結
局
補
償
金
の
合
理
的
な

（
賢
明
な
、
堅
実
な
）
使
い
方
が
わ
か
ら
ず
、
数
年
後
に
は
無
計
画

に
全
部
使
い
切
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
例
を
よ
く
耳
に
し
た
。
確
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か
に
多
額
の
補
償
金
を
わ
ず
か
数
年
の
贅
沢
な
暮
ら
し
で
使
い
切
っ

た
責
任
は
農
牧
民
側
に
な
い
と
は
言
え
な
い
。
た
だ
し
、
農
牧
民
た

ち
の
持
続
的
生
活
と
生
産
の
基
盤
を
奪
い
、
数
年
後
に
は
金
も
な
け

れ
ば
、
住
む
と
こ
ろ
も
家
畜
も
草
原
も
仕
事
も
な
い
状
況
が
生
ま
れ

て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
地
方
政
府
と
開
発
業
者
、
ま
た
関
係
法
規
は
収
用
に
関

す
る
一
時
的
な
補
償
金
の
問
題
だ
け
を
考
え
、
長
期
的
な
社
会
保
障

と
い
う
観
点
を
全
く
考
慮
し
な
か
っ
た
う
え
に
、
農
牧
民
た
ち
の
生

活
や
文
化
の
特
殊
性
も
全
く
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、

農
牧
民
側
に
も
責
任
が
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
政
府
の
対
応
に
も

根
源
的
問
題
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

む
す
び

　
本
稿
は
中
国
の
内
モ
ン
ゴ
ル
の
牧
畜
草
原
地
域
を
対
象
に
、
そ
こ

に
生
き
る
牧
畜
農
家
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
の
分
析
を
基
に
、

牧
畜
農
家
の
視
点
か
ら
工
業
化
と
土
地
買
い
上
げ
を
め
ぐ
る
各
利
益

集
団
の
権
益
闘
争
の
実
態
と
そ
の
要
因
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
内
モ
ン
ゴ
ル
は
中
国
の
北
部
に
お
け
る
重
要
な
生
態
安
全
防
壁
で

あ
る
の
み
な
ら
ず
、
鉱
物
資
源
が
豊
富
な
地
域
で
も
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
内
モ
ン
ゴ
ル
に
お
い
て
は
経
済
発
展
と
環
境
保
護
と
い
う

二
つ
の
重
い
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か
か
る
な
か
、
地
方
政
府
は
経
済
発

展
を
優
先
し
た
鉱
物
資
源
の
開
発
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
近
年
、
鉱
物
資
源
開
発
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
が
浮

き
彫
り
に
な
り
、
牧
畜
農
家
と
地
方
政
府
と
鉱
物
資
源
開
発
企
業
の

三
者
の
対
立
が
顕
在
化
、
長
期
化
し
て
い
る
。

　
本
文
の
な
か
で
分
析
し
た
通
り
、
鉱
物
資
源
開
発
に
お
い
て
、
現

地
農
牧
民
と
地
方
政
府
の
間
に
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
主
に

地
方
政
府
と
鉱
物
資
源
開
発
企
業
が
「
癒
着
」
し
て
お
り
、
農
牧
民

の
利
益
と
願
望
を
無
視
し
、
農
牧
民
は
利
益
の
分
配
に
お
い
て
そ
の

恩
恵
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
か
ら
だ
。
草
原
は
牧

畜
民
の
家
そ
の
も
の
と
も
言
え
る
存
在
で
あ
り
、
彼
ら
が
生
き
て
い

く
何
よ
り
重
要
な
基
盤
で
あ
る
。
そ
の
基
盤
を
失
っ
た
農
牧
民
は
生

活
や
生
産
活
動
を
行
え
な
く
な
り
、
そ
う
し
た
窮
状
を
地
方
政
府
に

陳
情
す
る
ほ
か
術
が
な
い
。
し
か
し
、
農
牧
民
の
願
い
に
対
し
て
、

地
方
政
府
は
解
決
に
向
け
て
積
極
的
に
対
応
し
て
お
ら
ず
、
結
局
陳

情
活
動
は
長
期
化
し
、
地
方
政
府
と
の
関
係
も
悪
化
し
て
い
る
。

　
本
来
、
政
府
は
企
業
を
監
督
、
評
価
す
る
な
ど
の
行
政
機
能
を
有

し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
そ
う
し
た
役
割
を
果
た
し
て

い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
裏
で
さ
ま
ざ
ま
な
利
益
関
係
が
あ

る
こ
と
が
本
稿
の
分
析
に
よ
っ
て
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
牧
畜
農
家

は
行
政
機
能
に
絶
望
し
、
陳
情
を
通
し
て
解
決
を
求
め
る
よ
う
に

な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
上
級
政
府
に
陳
情
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
回

答
は
地
方
政
府
に
任
せ
る
だ
け
で
、
農
牧
民
の
怒
り
は
募
る
ば
か
り

で
あ
る
。
本
稿
の
分
析
に
よ
っ
て
、
内
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
工
業
化

と
土
地
買
い
上
げ
過
程
に
お
け
る
牧
畜
農
家
の
実
態
と
各
種
の
紛
争
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の
実
態
の
要
因
構
造
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
近
年
、
工
業
化
と
土
地
買
い
上
げ
過
程
に
お
け
る
牧
畜
農
家
の
実

態
研
究
は
世
界
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
な
か
、
本
稿
の
分
析
で
は
そ

れ
と
の
深
い
関
わ
り
や
内
モ
ン
ゴ
ル
の
特
殊
性
の
解
明
は
十
分
に
論

じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
今
後
の
残
さ
れ
た
課
題
の
一

つ
に
し
た
い
。

〔
付
記
〕　
本
稿
は
二
〇
一
六
年
度
中
国
国
家
社
会
科
学
基
金
項
目
西
部

項
目
「
基
於
博
弈
理
論
視
角
下
的
内
蒙
古
草
原
牧
区
工
鉱
開
発
進
程

中
的
利
益
関
係
研
究
」（
一
六
Ｘ
Ｍ
Ｚ
〇
七
七
、
楊
常
宝
）
の
研
究

成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注〈
1
〉 

達
林
太
『
牧
区
与
市
場
│
│
牧
民
経
済
学
』
社
会
科
学
文
献
出

版
社
、
二
〇
一
〇
年
、
四
三
八
頁
。

〈
2
〉 

蘇
倫
高
娃
「
対
内
蒙
古
民
族
地
区
鉱
物
資
源
開
発
与
生
態
環
境

問
題
的
探
索
」『
前
沿
』
第
三
〇
三
期
、二
〇
一
二
年
、一
〇
一
頁
。

〈
3
〉 

姜
明
「
内
蒙
古
鉱
物
資
源
開
発
与
構
建
和
諧
民
族
関
係
」『
陰

山
学
刊
』
第
二
六
巻
第
五
期
、
二
〇
一
三
年
、
二
一
頁
。

〈
4
〉 

こ
れ
は
中
国
独
特
の
用
語
で
、
調
和
の
と
れ
た
社
会
の
意
味
で

あ
る
。

〈
5
〉 

「
旗
」
と
は
内
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
行
政
単
位
で
あ
り
、
中
国

の
「
県
」
に
相
当
す
る
。

〈
6
〉 

「
嘎
査
」
と
は
内
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
行
政
単
位
で
あ
り
、
中

国
の
「
村
」
に
相
当
す
る
。

〈
7
〉 

た
と
え
ば
、
程
建
忠
・
侯
運
炳
・
車
麗
萍
「
白
雲
鄂
博
鉱
床
稀

土
資
源
的
合
理
開
発
及
総
合
利
用
」（
二
〇
〇
七
年
）、
陳
戦
強
「
白

雲
鄂
博
鉄
鉱
西
鉱
露
天
開
采
境
界
与
開
采
程
序
研
究
」（
二
〇
〇
六

年
）、
李
建
「
白
雲
鄂
博
稀
土
資
源
的
利
用
現
状
、
主
要
問
題
及
解

決
対
策
」（
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

〈
8
〉 

た
と
え
ば
、
張
複
明
『
鉱
産
開
発
的
資
源
生
態
環
境
補
償
機
制

研
究
』（
二
〇
一
〇
年
）、
宋
蕾
『
鉱
産
資
源
開
発
的
生
態
補
償
研

究
』（
二
〇
一
二
年
）、
任
建
雄
『
区
域
鉱
産
資
源
開
発
利
用
的
路
経

創
新
与
協
調
機
理
』（
二
〇
一
〇
年
）、
達
林
太
『
牧
区
与
市
場
│
│

牧
民
経
済
学
』（
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

〈
9
〉 

『
達
爾
罕
茂
明
安
連
合
旗
志
』
編
纂
委
員
会
編
『
達
爾
罕
茂
明

安
連
合
旗
志
』
内
蒙
古
人
民
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
一
七
一

－

一

七
二
頁
。

〈
10
〉 

二
〇
一
二
年
九
月
四
日
に
ダ
モ
ー
旗
経
済
貿
易
局
よ
り
収
集
し

た
一
次
資
料
『
達
爾
罕
茂
明
安
連
合
旗
鉱
産
資
源
簡
介
』
に
基
づ

く
。

〈
11
〉 

二
〇
一
二
年
九
月
三
日
に
ダ
モ
ー
旗
経
済
貿
易
局
よ
り
収
集
し

た
一
次
資
料
『
達
爾
罕
茂
明
安
連
合
旗
工
業
経
済
発
展
概
況
』
に
基

づ
く
。

〈
12
〉 

二
〇
一
二
年
九
月
三
日
に
ダ
モ
ー
旗
Ｃ
社
よ
り
収
集
し
た
一
次

資
料
『
Ｃ
社
概
況
』
に
基
づ
く
。

〈
13
〉 
二
〇
一
三
年
八
月
二
八
日
に
ダ
モ
ー
旗
Ａ
鎮
政
府
よ
り
収
集
し

た
一
次
資
料
『
Ａ
鎮
基
本
概
況
』
に
基
づ
く
。
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〈
14
〉 

二
〇
一
三
年
八
月
二
八
日
に
ダ
モ
ー
旗
Ａ
鎮
政
府
よ
り
収
集
し

た
一
次
資
料
『
Ａ
鎮
基
本
概
況
』
に
基
づ
く
。

〈
15
〉 
二
〇
一
三
年
八
月
二
八
日
に
ダ
モ
ー
旗
Ａ
鎮
政
府
よ
り
収
集
し

た
一
次
資
料
『
Ａ
鎮
基
本
概
況
』
に
基
づ
く
。

〈
16
〉 

こ
う
し
た
説
明
に
関
す
る
文
書
は
現
地
調
査
に
よ
り
収
集
し

た
。

〈
17
〉 

王
俊
霞
・
賈
志
敏
「
内
蒙
古
草
原
地
区
鉱
物
資
源
開
発
与
草
原

生
態
環
境
保
護
協
調
発
展
的
法
律
研
究
」『
内
蒙
古
社
会
科
学
（
漢

文
版
）』
第
三
三
巻
第
六
期
、
二
〇
一
二
年
、
一
三
四
頁
。

〈
18
〉 

『
中
華
人
民
共
和
国
鉱
産
資
源
法
』
は
一
九
八
六
年
三
月
一
九

日
に
第
六
期
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
第
一
五
回
会
議
に
通

過
さ
れ
、
一
九
九
六
年
八
月
二
九
日
に
修
正
さ
れ
た
。

〈
19
〉 

『
内
蒙
古
自
治
区
草
原
管
理
条
例
』
が
二
〇
〇
四
年
一
一
月
二

六
日
に
開
か
れ
た
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
第
一
〇
回
人
民
代
表
大
会
常

務
委
員
会
第
一
二
次
会
議
を
通
過
、
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
に
よ
り

正
式
に
施
行
さ
れ
た
。

〈
20
〉 

こ
こ
で
い
う
直
接
草
原
の
保
護
と
牧
業
生
産
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

た
め
の
工
事
施
設
と
は
、
以
下
の
四
つ
の
も
の
を
指
す
。
第
一
に
、

草
と
飼
料
の
生
産
、
貯
蔵
を
行
う
施
設
、
第
二
に
、
家
畜
の
囲
い

屋
、
種
付
け
す
る
場
所
、
人
間
と
家
畜
の
飲
用
水
施
設
な
ど
、
第
三

に
、
科
学
研
究
、
試
験
、
示
範
基
地
、
第
四
に
、
草
原
の
防
火
と
灌

漑
施
設
。

〈
21
〉 

ム
ー
は
中
国
の
土
地
面
積
単
位
で
あ
り
、
一
ム
ー
は
一
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
一
五
分
の
一
で
、
約
六
六
・七
ア
ー
ル
で
あ
る
。
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